
排出事業者の自己処理責任 

■ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抜すい） 

■ 北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（抜すい） 

(事業者の責務) 

第３条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において

適正に処理しなければならない。 

２ 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことに

よりその減量に努めるとともに（以下略） 

３ 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処

理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務) 

第４条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再使用又は再生利用を推進する等

により、廃棄物の減量を図るとともに、事業系廃棄物を自らの責任において、

生活環境の保全上支障のない方法により適正に処理しなければならない。 

３ 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し市の施策に協力しな

ければならない。 

(事業者の減量義務) 

第７条 事業者は、再使用又は再生利用が可能な物の分別の徹底を図る等再使

用又は再生利用を推進するために必要な措置を講ずる等により、その事業系

廃棄物を減量しなければならない。


